
特定疾患治療研究事業に関して

特定疾患治療研究事業の対象として、

「医療保険制度における医療費」の自己負担分だけでは

なく、介護保険法における以下のサービスの自己負担分も

含まれます。

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

・介護療養施設サービス

・介護予防訪問看護

・介護予防訪問リハビリテーション

・介護予防居宅療養管理指導

医療機関向け説明資料
（サイズ：はがき大）


